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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 昭和 57(オ)1011 原審裁判所名 東京高等裁判所 

事件名 建物明渡等 原審事件番号 昭和 54(ネ)1344 

裁判年月日 昭和 59 年 12 月 13 日 原審裁判年月日 昭和 57 年 6 月 28 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 38 巻 12 号 1411 頁   

 

判示事項 公営住宅の明渡請求と信頼関係の法理の適用 

裁判要旨 公営住宅の入居者が公営住宅法二二条一項所定の明渡請求事由に該当する行為

をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊すると

は認め難い特段の事情があるときは、事業主体の長がした明渡請求は効力を生

じない。 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。 

上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人鈴木一郎、同錦織淳、同浅野憲一、同山岡正明、同高橋耕、同笠井治、同佐藤博

史、同黒田純吉の上告理由第一点及び第二点について 

一 被上告人が本訴において請求原因として主張するところは、(１) 被上告人は、公営住

宅法（昭和二六年法律第一九三号。以下「法」という。）及び東京都営住宅条例（昭和二六年

条例第一一二号。以下「条例」という。）に基づき、上告人に対し、被上告人所有の公営住宅

である原判決添付物件目録(一)記載の東京都営住宅（以下「本件住宅」という。）の使用を許

可し、これを家賃一か月あたり二一〇〇円、毎月末日限りその月分を支払うとの約定で賃貸し

た、(２) 上告人は、右契約に基づき、昭和三三年七月二五日以降本件住宅に入居しこれを占

有している、(３) 上告人は、昭和四九年七月頃、被上告人の許可を受けないで、本件住宅の

敷地である被上告人所有の原判決添付物件目録(二)記載の土地上に同物件目録(三)記載の建物

（以下「本件建物」という。）を増築した（以下「本件無断増築」という。）、 (４) 被上告人

は、昭和四一年一〇月二二日頃、上告人に対し同年一一月一日以降一か月あたり二一〇円の割

増賃料を徴収する旨の通知をした、(５) 上告人は、昭和四一年一一月一日から同四二年三月

三一日までの割増賃料合計一〇五〇円（以下「本件割増賃料」という。）の支払をしていない、

(６) 被上告人は、昭和四九年一二月二七日、上告人に対し同五〇年一月三一日までに本件建

物を収去して右物件目録(二)記載の土地を原状に回復し、かつ、本件割増賃料を支払うよう催

告した、(７) 被上告人は、本件無断増築及び本件割増賃料の滞納は本件住宅の明渡請求事由

に該当するとして、昭和五〇年二月二四日、上告人に対し、本件住宅の使用許可を取り消し、

本件住宅の明渡を請求した、(８) 本件建物及び本件住宅に付設された物置は、いずれも本件

住宅に附合して一体化しており、これら全体が原判決添付物件目録(四)記載の建物を構成して

いる、(９) よつて、被上告人は、右建物の所有権に基づき、上告人に対し、右建物の明渡を

求める、というのである。これに対し、上告人は、(一) 本件無断増築が明渡請求事由に該当
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するとしても、本件においては、上告人と被上告人との間の信頼関係を破壊するとは認め難い

特段の事情がある。すなわち、(１) 上告人の家族は、本件住宅に入居した当初は上告人と妻

の二人であつたが、昭和三四年一月に長女、同三六年六月に長男がそれぞれ出生して四人家族

となり、長女が高校一年、長男が中学一年に進学した同四九年頃には、子供が上告人夫婦の寝

所で試験勉強をせざるをえなかつたり、思春期を迎えた長女は便所で着替えをすることを余

儀なくされる有様となり、このままでは家族の私生活の秘密を守ることができず、また、狭い

ため夏は暑苦しく、来客時には応接する場所にも事欠く状況であつた、(２) そこで、上告人

は、止むをえず、構造上、原状回復が容易であり、本件住宅の維持保存にも適している本件建

物を増築した、(３) また、他にも都営住宅の使用者が無断増築した例が多数あるが、被上告

人は、これを黙認している、(４) 被上告人が上告人の本件建物の増築を許しても、他の使用

者がこれに追随するということも考えられない、(二) 事業主体の使用者に対する割増賃料の

徴収は、借家法七条一項所定の賃料増額請求にあたるので、事業主体と使用者との間に割増賃

料の当否又はその額について紛争があるときには、同条二項により、使用者は正当と認める賃

料を支払うことによつて債務不履行の責を免れるものと解すべきところ、上告人は、被上告人

の本件割増賃料の徴収の適否を争う一方、正当な賃料として従前の賃料額である一か月二一

〇〇円の割合による金員を被上告人に支払い、又は被上告人を被供託者として適法に供託し

ているから、上告人は家賃の支払について債務不履行の責任を負うものではない、(三) した

がつて、被上告人の本件明渡請求は効力がない、と主張した。 

二１ 原判決は、本件無断増築は本件住宅の明渡請求事由に該当するとの被上告人の主張

について、上告人の本件無断増築は法二一条四項、二二条一項四号、条例一五条四号、二〇条

一項五号所定の本件住宅の明渡請求事由に該当するとしたが、上告人の信頼関係を破壊する

とは認め難い特段の事情があるとの主張については、本件無断増築を理由とする本件住宅の

使用許可の取消及び明渡請求について信頼関係理論を持ち込むことは相当ではないとして、

上告人の右主張を排斥した。   

２ ところで、公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営む

に足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するこ

とにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とするものであつて（一

条）、この法律によつて建設された公営住宅の使用関係については、管理に関する規定を設け、

家賃の決定、家賃の変更、家賃の徴収猶予、修繕義務、入居者の募集方法、入居者資格、入居

者の選考、家賃の報告、家賃の変更命令、入居者の保管義務、明渡等について規定し（第三

章）、また、法の委任（二五条）に基づいて制定された条例も、使用許可、使用申込、申込者

の資格、使用者選考、使用手続、使用料の決定、使用料の変更、使用料の徴収、明渡等につい

て具体的な定めをしているところである（三条ないし二二条）。右法及び条例の規定によれば、

公営住宅の使用関係には、公の営造物の利用関係として公法的な一面があることは否定しえ

ないところであつて、入居者の募集は公募の方法によるべきこと（法一六条）、入居者は一定

の条件を具備した者でなければならないこと（法一七条）、事業主体の長は入居者を一定の基

準に従い公正な方法で選考すべきこと（法一八条）などが定められており、また、特定の者が

公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定めら

れているのであるが（条例三条）、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との

間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制

はあつても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋賃貸借関係と異

なるところはなく、このことは、法が賃貸（一条、二条）、家賃（一条、二条、一二条、一三
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条、一四条）等私法上の賃貸借関係に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律

していることからも明らかであるといわなければならない。したがつて、公営住宅の使用関係

については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適

用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の

適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべ

きである。ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定す

るについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間

に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には信頼関係を基礎とする法

律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡

請求事由に該当する行為をした場合であつても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を

破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その

住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当であ

る。 

これを本件についてみるに、原審の適法に確定した事実関係によれば、上告人は本件無断増

築をしたものというべきところ、本件無断増築は本件住宅の明渡請求事由に該当するもので

あるが（法二一条四項、二二条一項四号、条例一五条四号、二〇条一項五号）、前説示に照ら

し、被上告人との間の信頼関係を破壊すると認め難い特段の事情があるときには、明渡請求は

効力がないものというべきである。したがつて、本件に信頼関係理論の適用がないとした原判

決には、所論公営住宅の使用関係に関する法令の解釈適用を誤つた違法があるものといわざ

るをえない。 

３ しかしながら、原審は、(１) 本件建物は、本件住宅の南側に近接し、基礎に布コンク

リートを打ち、六本の鉄骨柱の下部の基礎鉄板（ベースプレート）を地下約三〇センチメート

ルの基礎コンクリートに据えつけてこれをアンカーボルトで締着し、その周囲を養生コンク

リートで補強し、右支柱の高さ三・一〇メートルのところに幅約三〇センチメートル、長さ約

三〇センチメートルのＨ型鉄鋼を積みあげ、これを各支柱とボルトで締着して梁となし、支柱

と支柱、梁と梁との間には直径約二センチメートルの丸鋼の筋かい（ブレース）を施して堅固

に組立て、その上部に鋼板製デツキプレートを張り、その上にコンクリートを塗り、この鉄構

造体の上に、六畳、四畳半の二間を設け子供の勉強部屋からなる居室部分としたもので、右居

室は床面積一九・八〇平方メートル、木造亜鉛メツキ鋼板葺、外壁も波型亜鉛メツキ鋼板で囲

い、屋根高は地上約六・五メートルに達し、本件住宅を含む四戸建長屋の軒高をはるかに凌駕

している、(２) 本件建物及び本件住宅に付設された物置は、いずれも本件住宅に附合して一

体化しており、これら全体が原判決添付物件目録(四)記載の建物を構成している、(３) 都営

住宅の入居者の中には、その敷地を利用して違法に増築している者が数多く存在するが、上告

人の増築よりも著しく堅固で大規模な増築を無断で行い、かつ事後承認を受けたという事例

は見あたらない、以上の事実を認定しているところ、右事実認定は原判決挙示の証拠関係に照

らして肯認することができ、右事実関係によれば、上告人の増築した本件建物は、構造上、原

状回復が容易であり、かつ、本件住宅の保存にも適しているとはいえず、また、被上告人が本

件建物の増築を事後に許容したものとも認め難いところであるから、上告人の家庭に前記上

告人の主張するような事情があるからといつて、被上告人との間の信頼関係を破壊するとは

認め難い特段の事情があるということはできない。そうすると、被上告人の本訴明渡請求は、

その余の点について判断するまでもなく、理由があるものというべきである。これと結論を同

じくする原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、結局、原判決の結論に影
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響を及ぼさない事項についてその違法をいうにすぎないものといわざるをえない。 

なお、所論は、原審が上告人の確約の法理に関する主張について判断を示さなかつたことの

違法をもいうが、記録によれば、上告人の右主張は被上告人の借家法一条ノ二に基づく明渡の

主張に対する抗弁として主張されたものであることが明らかであるところ、原審は右明渡の

主張を容れて被上告人の請求を認容しているのではないから、原審としては右確約の法理に

関する主張について判断を示す必要はなかつたのである。したがつて、原判決に所論の違法が

あるとはいえない。右違法をいう所論は、採用することができない。 

同第三点について 

記録に徴し、原判決に所論の違法があるとは認められない。論旨は、採用することができな

い。   

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり

判決する。       

(裁判長裁判官 谷口正孝 裁判官 和田誠一 裁判官 角田禮次郎 裁判官 矢口洪一) 

 

 

※参考：判例タイムズ 546 号 85 頁、判例時報 1141 号 58 頁、金融商事判例 716 号 45 頁 

 


